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平成２６年（2014 年）１月２７日 

子 ど も 文 教 委 員 会 資 料 

子ども教育部、教育委員会事務局  

 

 

区政目標の見直しについて 

 

 

区は、「新しい中野をつくる１０か年計画（第２次）」を効率的、効果的に実現するため、ＰＤＣ

Ａサイクルによって区政目標や各事業等の不断の見直し改善を実施しているところである。新たな

区政課題に対応して事業推進を図るため、平成２６年度の区政目標について次のとおり見直しを行

い、各部・分野の所管事務を整理する。 

 

 

１ 主な見直し内容 

 

（１）業務改善にかかる区政目標の見直し 

マイナンバー制度の導入を控え、これを契機に、業務改善を推進し、区民の利便性の向上を

図るなどの新しい課題に対応するため、業務改善機能をさらに強化し、ＰＤＣＡサイクルを推

進するための目標の見直しを行う。 

ア マイナンバー等新しい課題を踏まえた業務改善の取組を強化するため、政策室情報・改善

分野の目標の見直しを行い、業務改善と情報化の推進を目標とする業務改善分野とする。 

イ 情報・改善分野で取り組んでいる庁内情報システムについては、区民サービス管理部住民

情報システム分野の目標に編入することとし、情報システム分野に名称変更して、情報シス

テム基盤の一体的運用を図る。 

 

（２）まちのにぎわい・活性化にかかる区政目標の見直し 

中野四季の都市（まち）の誕生を契機として、中野のまち全体の魅力と新しい活力を生み出

し、にぎわいと活気があふれるまちづくりを広げていくため、都市政策推進室の関係分野の目

標の見直しを行い、取組を強化する。 

ア 都市観光の推進、都市の新たな魅力や価値の創出などを目標とする都市観光・地域活性化

分野を新設し、都市観光推進、地域商業活性化、都市の新たな魅力創出などに取り組む。 

イ 産業・都市振興分野は、区内産業の振興に重点的に取り組む目標設定とし、産業振興分野

に名称を変更する。 

 

（３）子ども・子育て支援にかかる区政目標の見直し 

児童館、キッズ・プラザ、学童クラブ及びＵ１８プラザといった子ども施設や育成団体との

連携などについて、区民にとって分かりやすく、かつ、子育て支援の充実がより一層進むよう

所管を整理し、適切な目標設定を行う。 

ア 児童館、キッズ・プラザ及び学童クラブといった地域の子ども施設の運営や、利用者との

直接対応、地域の育成団体との連携などについては、より身近な所管での推進が図れるよう、

地域支えあい推進室で所管する。具体的には、これらの地域の子ども施設は、各すこやか福

祉センターの地域ケア分野が所管する施設とし、日々の施設運営を行う中で、子どもたちの

育ちや子育て家庭への支援に取り組む。 
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イ 子ども教育部は、児童館、キッズ・プラザ及び学童クラブといった地域の子ども施設や区

民の育成活動などについて、子ども施策全体を踏まえた上で、政策形成や制度管理などを担

うものとする。具体的には、地域の子ども施設の在り方や、整備計画、育成活動への支援制

度などについては、子育て支援分野の取組とする。 

ウ Ｕ１８プラザについては、地域の子ども施設ではなく、全区的な子ども施設としての位置

付けを明確にし、整備計画の策定から運営に至るまで、子育て支援分野の取組とする。 

 

（４）健康づくり推進にかかる区政目標の見直し 

東京オリンピックの開催決定や、地域スポーツクラブ事業の本格展開を契機として、区民の

健康づくりに積極的に取り組む目標設定に向け、健康福祉部の関係分野の整理を行う。 

ア スポーツ推進を、健康づくりの大きな柱として位置付け、地域スポーツクラブをその中核

的な取組の一つとして推進する。健康推進分野の健康づくり施策と学習スポーツ分野を統合

して、健康・スポーツ分野を新設し、区民の健康づくりや生きがいづくりを含めた総合的な

健康政策を担う目標を設定する。 

イ 健康推進分野の取組である健診事業などは、感染症対策などの取組と一体的な目標として

整理し、保健予防分野の目標に加える。 

 

（５）その他 

    ア 知的資産分野については、指定管理者による図書館運営が軌道に乗り、安定的にサービス

が提供されてきていることから分野を廃止し、子ども教育経営分野の目標として整理する。 

  イ 学校・地域連携分野については、上記（３）の整理のほか、学校運営と一体的に進める事

業を学校教育分野、健全育成に係る事業を子育て支援分野の取組とし、廃止する。 

  ウ 健康推進分野については、上記（４）の整理のほか、地域包括ケアシステム（介護が必要

になった高齢者も、住み慣れた自宅や地域で暮らし続けられるように、医療、介護などのサ

ービスを一体的に提供する仕組み）の検討に係る事業を福祉推進分野、障害者等歯科診療に

係る事業を障害福祉分野の取組とし、廃止する。 

 

 

２ 各部・分野所管事務の変更 

  別紙のとおり 

 



（別紙）

分野 主な所管事務 分野 主な所管変更事務

業務改善 業務改善

情報化推進 情報化推進

庁内情報システム運用

区政目標の主な変更に伴う、各部分野所管事務の変更

平成２５年度 平成２６年度

業務改善分野

⇒区民サービス管理部情報システム分野へ

情報・改善分野

【都市政策推進室】

【政策室】

分野 主な所管事務 分野 主な所管変更事務

室経営 室経営

産業振興計画 産業振興計画

経営支援 経営支援

都市観光推進 都市観光推進

地域商業活性化 地域商業活性化

取組を強化⇒ 都市魅力創出

産業振興分野

都市観光・地域活性化分野

産業・都市振興分野
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平成２５年度 平成２６年度

分野 主な所管事務 分野 主な所管変更事務

地域活動推進分野 Ｕ１８プラザ整備計画

Ｕ１８プラザ運営

児童館運営 児童館運営

キッズ・プラザ運営

学童クラブ運営

民間学童クラブ運営補助

分野 主な所管事務 分野 主な所管変更事務

住 情報 分 住 情報 運 住 情報 運

子ども教育部学校・地域連携分野から⇒

【地域支えあい推進室】

⇒子ども教育部子育て支援分野へ

地域ケア分野

地域ケア分野

【区民サービス管理部】

住民情報システム分野 住民情報システム運用 住民情報システム運用

庁内情報システム運用政策室情報・改善分野から⇒
情報システム分野
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平成２５年度 平成２６年度

分野 主な所管事務 分野 主な所管変更事務

知的資産分野から⇒ 子ども教育経営分野 図書館運営調整

知的資産分野 図書館運営調整

学校・地域連携（学校支援ボラン
ティアなど）

体験学習

学校・地域連携（学校支援ボラン
ティアなど）

体験学習

キッズ・プラザ整備計画

キッズ・プラザ運営

学童クラブ運営 ⇒地域支えあい推進室地域ケア分野へ

⇒学校教育分野へ

学校教育分野

⇒子ども教育経営分野へ

【子ども教育部・教育委員会事務局】

学校・地域連携分野

学校・地域連携分野から⇒

⇒子育て支援分野へ

学童クラブ運営

民間学童クラブ運営補助

次世代育成推進審議会

健全育成（成人のつどいなど）

親子農園

⇒地域支えあい推進室地域ケア分野

⇒子育て支援分野へ
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平成２５年度 平成２６年度

分野 主な所管事務 分野 主な所管変更事務

子ども家庭相談 子ども家庭相談

子育て支援情報連携基盤整備 子育て支援情報連携基盤整備

子育てサービス 子育てサービス

ひとり親家庭支援 ひとり親家庭支援

児童手当 児童手当

子ども医療費助成 子ども医療費助成

出産・育児支援 出産・育児支援

障害児支援 障害児支援

子ども施設計画

Ｕ１８プラザ運営

子育て支援分野

子育て支援分野

地域支えあい推進室地域活動推進分野、学校・地域連携分野から⇒

地域支えあい推進室地域ケア分野から⇒

【子ども教育部・教育委員会事務局】

次世代育成推進審議会

健全育成（成人のつどいなど）

親子農園

学校・地域連携分野から⇒
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平成２５年度 平成２６年度

分野 主な所管事務 分野 主な所管変更事務

福祉推進分野 在宅医療連携推進

健康危機管理 健康危機管理

予防接種 予防接種

感染症対策 感染症対策

結核予防 結核予防

区民健診 区民健診

給食施設等適正指導 給食施設等適正指導

糖尿病対策 糖尿病対策

大気汚染医療費助成 大気汚染医療費助成

在宅医療連携推進

健康推進分野から⇒

保健予防分野

保健予防分野

健康推進分野 ⇒福祉推進分野へ

障害福祉分

【健康福祉部】

障害者等歯科診療

健康施策計画調整 健康施策計画調整

休日医療 休日医療

小児初期救急医療体制 小児初期救急医療体制

スポーツ スポーツ

生涯学習 生涯学習

文化財 文化財

障害福祉分野 障害者等歯科診療健康推進分野から⇒

学習スポーツ分野

⇒障害福祉分野へ

健康・スポーツ分野
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